
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５横第５９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２７年５月３日 １２時５０分ごろ 

発生場所 愛知県田原市伊良湖岬南東方沖 

 伊良湖岬灯台から真方位１１９°７.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３１.０５′ 東経１３７°０９.０４′） 

事故等調査の経過 平成２７年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 竜
りゅう

宝
ほう

丸、１６トン 

   ２４０－３３０１０愛知、個人所有 

Ｂ 漁船 じゅんかい丸、４.５トン 

  ＡＣ３－３７３７４（漁船登録番号）、個人所有 

  第２４０－２９０８４号（船舶検査済標の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に破損 

Ｂ 船首部に破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、釣り客１８人を乗せ、平成 

２７年５月３日０５時００分ごろ愛知県豊浜漁港を出港し、伊良湖岬

の南東方沖約１３Ｍ付近で釣りを行った後、帰途に就いた。 

 船長Ａは、伊良湖水道に向けて約１７ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で北西進中、約２Ｍ前方にＢ船を認めたものの、ま

だ距離も十分あり、Ｂ船に接近することになっても、Ｂ船の近くを通

過するぐらいであり、接近するまでにＢ船がＡ船に気付いて避けてく

れるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。 

 船長Ａは、魚群探知機の映像等を見ながら航行中、１２時５０分ご

ろ、船首方約２０ｍにＢ船を認め、機関を中立運転として左舵一杯と

したものの、間に合わず、Ａ船の船首とＢ船の右舷船首部とが衝突し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、０７時３０分ごろ愛知県赤羽

根漁港を出港し、同漁港の南方沖の漁場に到着後、両舷から長さ約 

１０ｍの竿
さお

を１本ずつ張り出し、ひき縄釣り漁を繰り返していた。 

船長Ｂは、操業しながら速力約５kn で東進中、伊良湖岬南東方沖に

至り、右舷前方約１００ｍのところに接近するＡ船を認めたものの、



Ｂ船の操業状態を見れば、Ａ船が避けてくれるものと思い、同じ針路

及び速力で航行した。 

Ｂ船は、接近するＡ船がＢ船を避ける様子がなかったので、汽笛を

吹鳴しながら機関を全速力後進としたものの、間に合わず、Ａ船と衝

突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  船長Ａは、Ｂ船と著しく接近しても、至近で避ければ衝突しないと

思っていた。 

 Ｂ船は、黄色の回転灯を点灯していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、伊良湖岬南東方沖を北西進中、船長Ａが、前路にＢ船を認

めたものの、魚群探知機の映像等を見ていて見張りを行っていなかっ

たことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、伊良湖岬南東方沖を操業しながら東進中、船長Ｂが、接近

するＡ船を認めたものの、操業中のＢ船をＡ船が避けてくれるものと

思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、伊良湖岬南東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が東

進中、船長Ａが、魚群探知機の映像等を見ていて見張りを行っておら

ず、また、船長Ｂが、接近するＡ船を認めたものの、操業中のＢ船を

Ａ船が避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・伊良湖水道付近を航行する場合は、船舶の交通量が多いことに加

え、漁船も操業しているので、周囲の船舶の動静を十分に監視す

ること。 

 


